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海外出張者取扱規程


（適　　用）
第１条　　商談・調査・打合せ等の目的により日本国外に出張する者の取扱いは、原則としてこの規程による。

（）
第２条　　入社後最初の海外出張時に、支度料として５万円を支給する。
  　　
（）
第３条　　出張期間中の滞在費は日当と宿泊料に分け支給する。

（日　　当）
第４条　　日当は日本出発日から日本帰着日までの日数に応じて、１日につき４２ドルを支給する。
②　社外よりの招待・団体旅行参加により食費の負担がないときは、日当額から１０ドルを差し引いた額から昼・夕食を５・５割として、負担がない場合について減額する。

（）
第５条　　宿泊料は宿泊数に応じて、１泊につき７８ドルを支給する。ただし、航空機、列車及び船舶中に宿泊したときや社外よりの招待・団体旅行参加あるいは長期滞在時会社が宿舎を長期契約する等、宿泊費の負担がないときは支給しない。
②　出張中を通じて要した宿泊費（室料のほか租税・サービス料・朝食代を含む）の合計が前項の宿泊料に宿泊数を乗じた額を超えたときは差額を支給する。
③　前項の請求には費用を証明する領収書等の添付を必要とする。

（）
第６条　　交通費は実費を支給する。
②　航空機の利用等級は、２等（エコノミー）とする。ただし、上級者に随行または社外の者と同行する場合で必要なときは、上級の等級を利用することができる。

（日当の休日加算）
第７条　　海外出張中に再雇用社員就業規則に定める休日があるときには、国内旅費規程による日当の休日加算を行う。

（）
第８条　　国外において傷病のため要した療養費は、全額会社が負担する。ただし、会社が特別な療養と判断するものについては、会社の負担を制限し、また負担しないことがある。

（入院加療中の滞在費）
第９条　　国外において傷病により入院する等、通常の宿泊施設を利用しなかった期間は第３条の滞在費は支給せず、第８条に定める療養費のほか入院加療中必要とした食事、介護等に要した経費を実費支給する。

（渡航経費）
第10条　　旅券、査証等渡航および出入国に必要な経費ならびに業務上必要な通信費その他の経費は、実費を支給する。


付　　則

第１条　　この規程は，2006年4月１日より施行する。
（一部改正の沿革）
　　　　　　2007年 3月16日
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